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新潟県企業局管理規程第２号 

新潟県電気事業の電気工作物保安規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

平成29年２月28日 

新潟県企業管理者  小 林  康 昌 

新潟県電気事業の電気工作物保安規程の一部を改正する規程 

第１条 新潟県電気事業の電気工作物保安規程（昭和61年新潟県企業局管理規程第４号）の一部を次のように改

正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改    正    後 改    正    前 

（主任技術者の選任） 

第５条 （略） 

２ 主任技術者の選任は、原則として、次の各号に

掲げる主任技術者の区分に応じ、当該各号に掲げ

る表に定めるとおりとする。ただし、対象者が主

任技術者免状（以下「免状」という｡)の交付を受

けていないときは、免状の交付を受けている者の

うち、当該対象者の職制上直近下位の職にある者

を対象者とする。 

(1) （略） 

(2) ダム水路主任技術者 

事業場又は設備 選任する

事業場又

は組織 

対象者 

水力発電所 発電管理

センター

及び上越

利水事務

所 

発電管理センター

にあっては所長及

び技術職員の次長

（電気事業法施

行規則（平成７年

通商産業省令第

77号）第52条第４

項ただし書の承認

を受けた区分ごと

に選任するものと

する｡)、上越利水

事務所にあっては

所長 

（略） 

 

 

（主任技術者の選任） 

第５条 （略） 

２ 主任技術者の選任は、原則として、次の各号に

掲げる主任技術者の区分に応じ、当該各号に掲げ

る表に定めるとおりとする。ただし、対象者が主

任技術者免状（以下「免状」という｡)の交付を受

けていないときは、免状の交付を受けている者の

うち、当該対象者の職制上直近下位の職にある者

を対象者とする。 

(1) （略） 

(2) ダム水路主任技術者 

事業場又は設備 選任する

事業場又

は組織 

対象者 

水力発電所 発電管理

センター

及び上越

利水事務

所 

発電管理センター

にあっては所長及

び技術職員の次長

（省令第52条第

３項ただし書の承

認を受けた区分ご

とに選任するもの

とする｡)、上越利

水事務所にあって

は所長 

（略） 
 

第２条 新潟県電気事業の電気工作物保安規程の一部を次のように改正する。 

別表第１を次のように改める。 
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別表第１（第４条関係） 

 

 

第３条 新潟県電気事業の電気工作物保安規程の一部を次のように改正する。 

別表第３を次のように改める。 
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別表第３（第12条関係） 

 

 

附 則 

この規程は、平成29年３月１日から施行する。 


